
　

富
岡
甘
楽
広
域
消
防
本
部
で
は
救
急

隊
に
よ
る
プ
レ
ア
ラ
イ
バ
ル
コ
ー
ル
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

プ
レ
ア
ラ
イ
バ
ル
コ
ー
ル
と
は
、
救

急
車
が
到
着
す
る
前
に
、
救
急
隊
か
ら

傷
病
者
や
そ
の
関
係
者
に
電
話
で
連
絡

し
、
現
場
に
到
着
す
る
前
か
ら
情
報
収

集
を
開
始
す
る
こ
と
で
す
。
到
着
前
に

詳
細
な
情
報
を
得
て
、
資
器
材
の
準
備

や
応
援
隊
要
請
の
判
断
な
ど
を
ス
ム
ー

ズ
に
行
う
た
め
、
い
ち
早
く
病
院
へ
向

か
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
場
へ
向
か
い
な
が
ら
電
話
を
か
け

ま
す
の
で
、
落
ち
着
い
て
救
急
隊
の
質

問
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。

※
出
動
場
所
か
ら
要
請
場
所
ま
で
が
近

い
場
合
な
ど
、
プ
レ
ア
ラ
イ
バ
ル
コ
ー

ル
を
実
施
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

富
岡
甘
楽
広
域
消
防
本
部

警
防
課

☎
(62)
４
３
３
３

◎
家
屋
の
新
築
や

　
　
　
　
　

増
築
の
際
は
ご
連
絡
を

　

令
和
４
年
１
月
２
日
か
ら
令
和
５
年

１
月
１
日
ま
で
の
間
に
新
築
や
増
築
を

し
た
家
屋
に
対
し
て
、
令
和
５
年
度
か

ら
固
定
資
産
税
な
ど
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

町
で
は
、
評
価
額
を
算
定
す
る
た
め

に
該
当
す
る
世
帯
へ
家
屋
調
査
に
伺
い

ま
す
。
ご
都
合
の
よ
い
日
を
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

※
建
築
確
認
申
請
時
の
図
面
な
ど
を
お

借
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
家
屋
の
取
壊
し
や

　
　
　
　

所
有
者
の
変
更
は
届
出
を

　

固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現
在
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
課
税
対
象
額
を
よ
り
的
確
に

把
握
し
て
適
正
な
課
税
を
行
う
た
め

に
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
や
登
記

さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
所
有
者
が
変
更

に
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
左
記
ま
で
届

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

住
民
課
税
務
係

☎
(64)
８
３
１
３

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
て
い
る
低
所
得
の
ふ
た
り
親

世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
特
別
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者　
次
の
①
か
②
の
ど
ち
ら
か
に

該
当
す
る
人　

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当
ま
た

は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
人
で
、
令
和
４
年
度
分
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
人

②
令
和
４
年
３
月
31
日
時
点
で
18
歳
未

満
の
子
（
障
害
児
に
つ
い
て
は
20
歳
未

満
）
の
養
育
者
で
、
令
和
４
年
度
分
の

住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
人
、

ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
収
入

が
住
民
税
非
課
税
相
当
と
な
っ
た
人

※
令
和
５
年
２
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
た

新
生
児
等
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

支
給
額　

児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

申
請
期
限　

令
和
５
年
２
月
28
日
㈫

※
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

に
こ
に
こ
甘
楽　

福
祉
課
こ
ど
も
係

☎
(67)
５
１
９
４　

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
要
援
護

高
齢
者
な
ど
に
、
急
病
等
の
緊
急
時
に

通
報
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
貸

与
し
ま
す
。

　

緊
急
ボ
タ
ン
を
押
す
だ
け
で
、
受
信

セ
ン
タ
ー
と
通
話
が
で
き
、
状
況
に
応

じ
て
協
力
者
や
親
族
へ
の
連
絡
、
救
急

車
の
出
動
を
要
請
し
ま
す
。

対
象
者

町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
の
ひ

と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
ま
た
は
要
援

護
高
齢
者

利
用
者
負
担
額

　

生
計
中
心
者
の
前
年
所
得
税
課
税
状

況
に
よ
る
。

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
細
は
左
記
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

に
こ
に
こ
甘
楽　

福
祉
課
福
祉
係

☎
(67)
５
１
６
２

No.1222おしらせ版
※  新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載した
　  情報は変更または中止になることがあります。

税
務
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
（
ふ
た
り
親
世
帯
分
）

緊
急
通
報
装
置
を

　
　
　
　
　
　

貸
与
し
ま
す

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

プ
レ
ア
ラ
イ
バ
ル
コ
ー
ル

到
着
前
に
救
急
車

か
ら
電
話
が
き
ま
す
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